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【図１】グルタルアルデヒド気層蒸着法による、多孔体への傾斜架橋を模式的に示した図である。

【図２】放射線架橋による、多孔体への傾斜架橋の導入を模式的に表わした図である。

１…多孔体

２…多孔質複合体

１１…ポリスチレン膜

２１…生体吸収性に耐性のある部分
（架橋の進んだ部分）

２２…生体吸収性の優れた部分（架橋
の進んでいない部分）

３１…テーパー（三角錐）

＜参考＞傾斜架橋の方法 （Ｐ．５９～６０）
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ビニル基導入有

ビニル基導入なし

Ｐ．６０

Ｐ．７１
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サンプル ビニル基 放射線架橋 放射線照射時の試料
の乾燥／湿潤

傾斜架橋 強度(２０％歪応力)

実施例２ Ｐ．６５ 参考試験例２ Ｐ．７１

Ｃ あり なし 湿潤 「傾斜化させた試料は、明
らかにその強度が傾斜化
させない資料（ＣとＤ）と比
較して弱かった。また、乾
燥させた試料と比較すると
２倍以上の強度を示した。」

Ｃ－ｇ あり ５０ＫＧｙの線量のγ線
熱脱水架橋

湿潤 傾斜架橋あり

比較例１ Ｐ．６６

Ｄ なし なし 湿潤

Ｄ－ｇ なし ５０ＫＧｙの線量のγ線
熱脱水架橋

湿潤 傾斜架橋あり

参考例１ Ｐ．６６

Ｃ－γ あり ５０ＫＧｙの線量のγ線
熱脱水架橋

湿潤 傾斜架橋なし 傾斜化させた試料Ｃ－ｇは傾斜化
させない試料Ｃ－γより弱い？

比較例２ Ｐ．６６

Ｄ－γ なし ５０ＫＧｙの線量のγ線
熱脱水架橋

湿潤 傾斜架橋なし

参考例２ Ｐ．６７ 参考試験例１ Ｐ．７１、表１

Ａ あり 熱脱水架橋 乾燥 １４．５６ｋＰａ

Ａ－γ あり ５０ＫＧｙの線量のγ線 乾燥 傾斜架橋なし ２６．８４ｋＰＡ

比較例３ Ｐ．６７

Ｂ なし 熱脱水架橋 乾燥 １３．５ｋＰａ

Ｂ－γ なし ５０ＫＧｙの線量のγ線 乾燥 傾斜架橋なし ４．４６ｋＰａ

実施例、比較例、参考例及び参考試験 明細書の記載を基に表にまとめたもの
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Ｈ１４（２００２） Ｈ１５（２００３） Ｈ１６（２００４） Ｈ１７（２００５） Ｈ１８（２００６） Ｈ１９（２００７） Ｈ２０（２００８）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

甲

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｓ

乙

Ａ

Ｈ２１（２００９） Ｈ２２（２０１０） Ｈ２３（２０１１） Ｈ２４（２０１２） Ｈ２５（２０１３） Ｈ２６（２０１４） Ｈ２７（２０１５）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

甲

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｓ

乙

Ａ

乙の従業員
H20/06

↓

平成１６年８月から平成１８年３月まで，独立行政法人物質・材料

研究機構・生体材料研究センターの特別研究員として，人工骨の開

発に従事した。当時，Ｂは，同研究センターのセンター長であり，人

工骨プロジェクトのリーダーの地位にあった。また，Ｂは，北大の創

成科学共同研究機構・特定研究部門の特任教授を兼任しており，Ａ

は，Ｂの要請を受けて，平成１８年４月から平成１９年３月までの間，

同部門の特任助手として勤務した。（Ｐ．７７）

平成１９年４月，金沢工業大学・ゲノム生物工学研究所の研究

員として採用され，Ｂとの勤務上の関係はなくなった。しかし，Ａ

は，平成１８年から１９年にかけて，独立行政法人科学技術振興

機構の資金による人工骨開発研究における研究代表者を務め

る立場となり，コラーゲン人工骨の研究において，金沢工業大学

の研究担当者として，被控訴人の研究担当者であるＢ及びＣらと

共に，共同研究を続けていた。当時，同共同研究では，コラーゲ

ン人工骨を高密度化して強度強化をする方法について研究を進

めており，コラーゲン人工骨に放射線照射をして強度強化を図る

という発想は生まれていなかった。 （Ｐ．７８）

平成２０年６月に控訴人に雇用され，駒沢支所勤務の研究員となり，Ｂ及びＣら

との前記共同研究関係から離れた。しかし，Ａは，高密度化による強度強化には

限界がある一方，高密度化による強度強化によってコラーゲン人工骨の利点で

ある生体吸収性が減少していくことが分かっていたことから，控訴人に雇用され

た後も，高密度化とは別の原理でコラーゲン人工骨の強度強化を実現する方法

はないかについて考えていた。

Ａが配属された駒沢支所は，旧東京都アイソトープ総合研究所であり，放射線

照射設備を備えており，放射線研究のための設備が充実していた。

Ａは，同支所に配属後すぐに放射線業務従事者として登録され，被控訴人が

行っていた放射線を用いた研究業務に従事することになり，放射線の特性や化

学的利用方法について知見を深めていった。

Ａは，上記研究業務に従事する中で，種々の高分子化合物に含まれるビニル

基という構造が放射線照射によって活性化し，高分子同士をつなげる結合点に

なること（架橋すること）を知り，また，上記研究業務とは別に，工業製品に用い

られる複合材料の分野において，無機物と有機物の界面の性質が複合材料の

物性に強く影響するという話を聞いた。Ａは，これらの知識を得たものの，当時，

コラーゲン人工骨の分野においては，コラーゲンに放射線を照射すると，コラー

ゲンが分解して劣化し，強度が低下するというのが共通の認識であったことから，

上記の知識を得ても直ちに本件着想に至ることはなかった。 （Ｐ．７９）

北大博士号授与
H16/09

↓

Ｂのもとで特別研究員

H16/08からH18/03まで

独立行政法人物質・材料研究機構・生体材料研究センター

センター長

Ｂの要請を受け

特任助手として勤務

北大の創成科学共同研究機構・特定研究部門の特任教授を兼任

金沢工業大学・ゲノム生物工学研究所の研究員

Ｂ及びＣと共同研究

Ｈ２１、Ｈ２２本件共同研究

本件基礎出願
H23/07/04

↓

原審提訴
H24/11/28

↓

本件国際出願
H24/07/04

↓

本件国際出願

国内移行
H25/12/27

↓

本件卒論発表
H23/03/01

↓

本件学会発表
H23/11/21

↓

国内優先権

②本件ｺﾗｰｹﾞﾝ会議
H21/06/02

↓

①本件着想
H21/02

↓

⑤甲20資料
H22/05

④甲4資料
H22/04/23

③甲29報告書
H22/03/23

甲28計画書
H21/06/04

⑥甲9メール
H22/10/17

⑧乙5メール
H23/01/11

乙9資料

原審判決
H25/10/24

↓

控訴審判決
H27/03/25

↓

Ａの陳述書

控訴審第二回

弁論準備期日
↓

乙50メール
H21/05/29

P.28

乙4メール

H23/02/07～10

甲23メール
H22/11/04,05

職務発明届
H23/01/31
Ａら３名

Ｂら４名

職務発明届
H23/02/07
Ａら３名

Ｂら４名

審査請求

自発補正
H27/05/21

↓

平成１０年３月，北大の大学院工学研究科分子化学専攻修士課

程を終了し，企業の研究所勤務を経て，平成１３年４月から平成

１６年７月まで同専攻博士後期課程に在籍し，魚由来コラーゲン

を生体材料として活用するための改質技術をテーマとして研究

を行い，平成１６年９月，同大学から博士（工学）を授与された。

（Ｐ．７７）

タ （ＢとＡとのやりとり） （Ｐ．９０）

平成２３年２月７日，Ｂは，Ａに対するメールで，Ａが控訴人の研究者及び本件共同研究の

当事者以外の企業等の研究者と共同で行った「魚類コラーゲンを用いた細胞培養基材の開

発－応用研究の進展と再生医療支援－」と題する発表を取り上げ，同発表の内容と本件共

同研究との関係，及び上記共同発表者に守秘義務違反の可能性があることを指摘し，その

点に関する状況について，説明をするよう求めた。

これに対し，Ａは，同日から同月１４日までの間，Ｂとのメールのやりとりにおいて，控訴人

における研究と本件共同研究とに重複はない旨，また，上記共同発表者に守秘義務違反は

ない旨を回答した。（乙４。以下「乙４メール」という。）

H23/04

ＢとＣは、二人

で議論しながら、

傾斜架橋の着

想を得た。

☆☆出願
H17/02/24

↓

☆☆発表
H22/09/25

↓




